
新 宿 区 地 域 保 健 医 療 体 制 整 備 協 議 会 設 置 要 綱  

 

 

（ 設  置 ）  

第 1 条  区 に お け る 地 域 保 健 医 療 及 び 保 健 衛 生 並 び に 福 祉 施 策 と の

連 携 に 関 す る 課 題 を 協 議 し 、 区 の 保 健 医 療 体 制 の 充 実 に 資 す る こ

と を 目 的 に 地 域 保 健 医 療 体 制 整 備 協 議 会（ 以 下「 協 議 会 」と い う 。）

を 設 置 す る 。  

 

（ 協 議 事 項 ）  

第 2 条  協 議 会 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 協 議 を 行 う こ と

と す る 。  

⑴   保 健 、 医 療 及 び 福 祉 の 連 携 に 関 す る こ と 。  

⑵   病 院 及 び 診 療 所 と の 医 療 連 携 に 関 す る こ と 。  

⑶   そ の 他 保 健 医 療 対 策 の 充 実 及 び 医 療 供 給 体 制 の 整 備 に 関 し

必 要 な 事 項 に 関 す る こ と 。  

 

（ 組  織 ）  

第 3 条  協 議 会 は 、 次 に 掲 げ る 者 の う ち ３ ０ 名 以 内 で 構 成 す る 。  

⑴  医 療 関 係 機 関 又 は 団 体 の 代 表 者  

⑵  福 祉 関 係 機 関 又 は 団 体 の 代 表 者  

⑶  学 識 経 験 者  

⑷  住 民 の 代 表 者  

⑸  区 の 職 員  

 

（ 委 員 の 任 期 ）  

第 4 条  委 員 の 任 期 は 、 委 嘱 又 は 任 命 の 日 か ら ２ 年 を 経 過 す る 年 の

３ 月 ３ １ 日 ま で と す る 。  

2  委 員 に 欠 員 が 生 じ た 場 合 に お け る 補 欠 の 委 員 の 任 期 は 、前 任 者 の

残 任 期 間 と す る 。  

 

（ 会 長 及 び 副 会 長 ）  

第 5 条  協 議 会 に 会 長 及 び 副 会 長 を 置 く 。  

2  会 長 は 委 員 の 互 選 に よ り 定 め 、副 会 長 は 会 長 が 指 名 す る 者 を も っ

て 充 て る 。  

3  会 長 は 、 会 務 を 総 理 し 、 協 議 会 を 代 表 す る 。  

4  副 会 長 は 、会 長 を 補 佐 し 、会 長 に 事 故 が あ る と き は 、そ の 職 務 を

代 理 す る 。  

 

（ 招 集 等 ）  

第 6 条  協 議 会 は 、 会 長 が 招 集 す る 。  

2  協 議 会 は 、必 要 が あ る と 認 め る と き は 、委 員 以 外 の 者 に 出 席 を 求

め 、 意 見 を 聴 く こ と が で き る 。  

3  協 議 会 は 、委 員 の 過 半 数 が 出 席 し な け れ ば 、協 議 会 を 開 く こ と が

で き な い 。  



 

（ 書 面 会 議 等 ）  

第 7 条  協 議 会 は そ の 運 営 に 支 障 の な い 範 囲 に お い て 、 書 面 又 は オ

ン ラ イ ン 等 の 方 法 に よ り 開 催 す る こ と が で き る も の と す る 。  

2  委 員 謝 礼 に つ い て は 、前 項 の 規 定 に よ り 書 面 又 は オ ン ラ イ ン 等 の

方 法 に よ っ て 協 議 会 を 開 催 す る 場 合 で あ っ て も 委 員 に 支 給 す る こ

と が で き る 。 こ の 場 合 次 に 掲 げ る 基 準 に よ り 委 員 が 協 議 会 に 出 席

し 、 又 は 出 席 に 相 当 す る と 認 め ら れ る こ と を 確 認 す る 。  

⑴  書 面 の 方 法 に よ る 場 合  書 面 に よ り 表 決 、 意 見 等 の 提 出 を 受

け る 等 、 出 席 に 相 当 す る 職 務 を 行 っ た と 認 め ら れ る こ と 。  

⑵  オ ン ラ イ ン 等 の 方 法 に よ る 場 合  W e b 会 議 サ ー ビ ス 等 へ の 参

加 が 確 認 で き る こ と 。  

 

（ 専 門 部 会 ）  

第 8 条  会 長 が 必 要 と 認 め る と き 、 協 議 会 に 、 専 門 的 な 事 項 を 検 討

す る た め の 専 門 部 会 を 置 く こ と が で き る 。  

   

（ 庶  務 ）  

第 9 条  協 議 会 の 庶 務 は 、 健 康 部 健 康 政 策 課 が 担 当 す る 。  

 

（ 補  則 ）  

第 1 0 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、協 議 会 の 運 営 に 必 要 な 事 項

は 、 区 長 が 別 に 定 め る 。  

 

   附  則  

  こ の 要 綱 は 、 平 成 1 1 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

  こ の 要 綱 は 、 平 成 1 1 年 ５ 月 1 9 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

  こ の 要 綱 は 、 平 成 1 1 年 ７ 月 1 3 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

  こ の 要 綱 は 、 平 成  1 6 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

  こ の 要 綱 は 、 平 成  1 9 年 1 2 月 1 9 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

  こ の 要 綱 は 、 平 成  2 0 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

  こ の 要 綱 は 、 平 成  2 3 年 7 月 1 1 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

  こ の 要 綱 は 、 平 成 2 8 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

 

   附  則 （ 令 和 3 年 3 月 3 1 日 付 ２ 新 健 づ 在 第 5 1 1 号 ）  

  こ の 要 綱 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


